
最近、食品メーカーにおいて、内容物、生産地、

賞味期限等の不当表示・虚偽表示をしたために、

風評のリスクにより、それまでは国内のトップブ

ランドで高い信用があったものが、一夜にしてそ

のブランドの信用が地に落ちてしまったという事

件が繰り返し発生したことは、記憶に新しいと思

います。これらは、目先の利益を追求したがため

に、規則・ルール違反を犯してしまい、社会から

の非難を浴び、金銭・信用の両面に関する莫大な

損失を蒙り、場合によっては、企業の存続すら否

定されてしまった悲劇といえます。

そして、このような事件が起きると、必ず、コ

ンプライアンス体制が有効に機能していたならば

事件は起きなかったとして、コンプライアンス体

制を再構築するよう指導がなされています。

また、新聞・雑誌等においてもこれらの事件を

受け、従来以上にコンプライアンス体制を有効に

機能させる必要がある旨の主張がされています。

それでは、コンプライアンス体制を有効に機能

させるためにはどのような方策があるのでしょう

か。

まず、基本となるしっかりとしたコンプライア

ンス体制を構築するといった、「器作り」が重要

となります。この点は、コンプライアンスの重要

性が提唱されてから久しい現在では、どの企業に

おいてもある程度は出来上がっているのではない

でしょうか。

ところが、どのような立派な体制を構築しても、

それが適正に運用され、有効に機能していなけれ

ば、「絵に描いた餅」に過ぎません。最終的には、

そのコンプライアンス体制の中にいる役職員のひ

とりひとりが遵守すべき倫理・法令・ルールにつ

いて十分に理解し、それらを遵守することの重要

性を強く認識し、それを実践していかなければな

りません。

それを実践するためには、次に述べるコンプラ

イアンス研修・教育体制を整備し、実践していく

ことが最も重要です。

コンプライアンス研修の意義としては、業務を

遂行するために遵守しなければならない、法令、

規則・規程、事務マニュアル等に関する知識を深

める意義と、コンプライアンス違反とならないよ

うに絶えず心がけるというコンプライアンス意識

を高めるといった二つがあります。

コンプライアンス体制を有効に機能させるため

には、次に説明する様々な研修を実施し、その具

体的な手引書となる「コンプライアンス・マニュ

アル」を制定し活用することが重要であり、これ

によって役職員のひとりひとりが、日々、コンプ

ライアンスの周知徹底と定着化を心がけていかな

ければなりません。このコンプライアンス研修と

教育体制の整備は、コンプライアンス体制を維持

していくうえで非常に重要なものであり、十分に

考えて策定されなければなりません。

トピックス

コンプライアンス研修・教育体制の整備

第二経営経済研究部研究官 遠藤 雅範
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１ 本部主催のコンプライアンス研修

�１ コンプライアンス統括本部主催のコンプライ

アンス研修

コンプライアンス研修は、企業の倫理の１つと

なっている「法令やルールの厳格な遵守」を、実

効性あるものとするため、実際にコンプライアン

スを実行する役職員にその趣旨、体制内容の理解

を深め周知徹底するためにとても重要なものです。

これが、十分に周知徹底されませんと、どんなに

立派なマニュアルや体制ができていたとしても、

器が完成されているだけに過ぎず中味のないもの

となってしまい、コンプライアンスを実現するこ

とができません。そこで、コンプライアンス・マ

ニュアル、コンプライアンス・チェック制度等の

コンプライアンス体制といった器ができあがった

ならば、次に、「コンプライアンスの重要性」、

「コンプライアンス体制」、「重点項目・今後の方

針」等を役職員のひとりひとりに理解させ、周知

徹底させるための様々なコンプライアンスの研修

を実践し、全社的に取り組んでいくことにより、

不正や事務ミスが起こらない環境を整備すること

が重要です。

しかし、全役職員を一堂に会してコンプライア

ンス研修をすることは業務の面からも、場所の面

からも非常に困難です。そこで、まず、各部局に

おいてコンプライアンス推進の中心となっている

コンプライアンス責任者に対して、全体の体制や

全体に共通の項目についてコンプライアンス統括

本部主催によるコンプライアンス研修（コンプラ

イアンス責任者の集合研修）を実施し、コンプラ

イアンス責任者が理解・習得したものを、それぞ

れ自分の所属する部局に還元することとなります。

その意味においても、コンプライアンス責任者は

コンプライアンス統括部署と各部局との橋渡しを

する重要な役割を担い、まさに責任をもって本部

主催の研修会に出席し、そこで得たものを正確に

部局に還元しなければなりません。このような方

法によって、効率的にコンプライアンスを全役職

員に周知・徹底させることができるのです。

その研修の内容としては、コンプライアンスの

趣旨、コンプライアンス体制、その期のコンプラ

イアンス・プログラム、重点施策、各法令・コン

プライアンス・マニュアルの変更・改正点の解説

等をあげることができます。業務を行うにあたっ

て関係する法令・規定等は膨大な数にのぼります

が、全部覚えることは到底不可能なことであり、

また、覚える必要もありません。まず、自分が従

事している業務に関連する事項がコンプライアン

ス・マニュアルのどこに記載されているかを把握

し、その法令・内部規程等の内容を理解し、身に

つけることが大切です。そうすれば、いざという

ときは、そのコンプライアンス・マニュアルの記

載部分を確認することにより対応することが可能

となります。

この研修の開催頻度としては、特別な事情がな

ければ半期に一度ぐらいでよいのではないでしょ

うか。コンプライアンス責任者は、コンプライア

ンス統括部署の主催するコンプライアンス研修を

必ず受講し、各部局においてコンプライアンス研

修や会議、朝礼等で講義内容を還元することが大

切です。

�２ 階層別研修

次に、階層別研修についてですが、これはそれ

ぞれの職位・階層毎の職務役割に求められるコン

プライアンスについて、人事部等を中心として開

催される研修です。

それぞれの研修によってその対象者に特に必要

とされるコンプライアンスの項目を、重点的に研

修することができます。例えば倫理観については、

どの階層の研修でもほぼ同程度に重視されますが、
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経営法務については、役員・主管者の研修にとっ

ては特に重要であり、新入社員の研修に比べウェ

イトをかなり高く設定することになります。

そして、このような階層毎にコンプライアンス

の重要性を再確認し、その研修の時点におけるコ

ンプライアンスに対する取り組み方針や重点施策、

問題となっている事項等について認識することに

大きな意義があります。

具体的には、役員研修、新任役員研修、新任主

管者研修、入社１～２年目のフォローアップ研修、

新入社員研修等があります。

金融業務についてのコンプライアンス研修の

テーマとしては、上記の表のようなものが考えら

れます。

�３ 業務別研修

次に、それぞれの業務の担当者毎に行われる

「業務別研修」について説明します。

「業務別研修」とは、業務を主管する部（業務

主管部）が、その業務の担当者に対して実施する

研修です。その研修自体は業務に関する実務的な

研修ですが、その中で業務毎に特別に要求される

コンプライアンスに関する事項について、その研

修の一部として取り入れて説明するものです。

例えば、融資取引を行うにあたって必要とされ

るコンプライアンスについて、各部局の担当者を

集めて、業務主管部である審査部が中心となって

説明する研修があります。もちろん、コンプライ

アンス統括部署が直接説明をしても良いのですが、

そうすると、一般的なコンプライアンスの説明だ

けに終始してしまうおそれがあります。それより

は、具体的な実務に即した留意事項を業務主管部

から説明する方が、受講者に対して理解しやすい

有意義な研修となります。

研修方法については、特定の業務に関するコン

プライアンスという点から、業務研修のうちの一

コマとして実施することで十分であると思われま

す。長時間の研修を一度だけ実施するよりも、業

務別研修時に少しの時間であってもコンプライア

ンスについての研修を盛り込む方が、最新の情報

を伝えるため、また、コンプライアンス意識を定

着化するためには効果的であると思います。

特に、その業務を行うにあたってコンプライア

ンス違反となりやすいこと、あるいは、実際に起

こったコンプライアンス違反の実例によって、具

体的に説明することも大切です。

これらの本部による研修に出席した職員は、自

分だけが内容を理解するにとどまらず、それを所

表 各種研修テーマ（例）

研 修 名 テ ー マ（項 目）

役 員 研 修 「関連法令の新設・改正動向」、「コーポレート・ガバナンスと企業倫理」

新 任 役 員 研 修

「コンプライアンス体制」（倫理綱領、コンプライアンス・マニュアル、コン

プライアンス規則、コンプライアンス・プログラムの重点施策）、「関連法令の

新設・改正動向」、「訴訟事件の動向」

新 任 主 管 者 研 修

「コンプライアンス・マニュアルの主な改正内容」、「関連法令の新設・改正動

向」、「金融商品の販売・勧誘における留意事項」、「営業部局におけるコンプラ

イアンス環境の整備」

入 社１～２年 目 の

フォローアップ研修

「金融商品の販売・勧誘における留意事項」、「顧客情報管理」、「インサイダー

規制」、「本人確認法」等の基本的理解と実務対応を中心とした研修

新 入 社 員 研 修
「コンプライアンスとは何か」、「顧客情報管理の重要性」、「マネーロンダリン

グとは何か」等の基本的知識の説明
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属部局に持ち帰って、部局内の研修等の場で関係

のある他のメンバーに解説・説明することにより

還元することが大切です。それにより、全役職員

のコンプライアンス意識・知識のレベルが高まる

こととなります。

２ 部局内におけるコンプライアンス研修の実施

せっかく実施された本部主催の研修も、コンプ

ライアンス研修等によって部局内の役職員に還元

されないと効果が半減されてしまいます。つまり、

本部の研修に出席した職員のみがレベルアップし

たにとどまり、それ以外の部局内の職員には効果

が及ばないこととなってしまいます。実際にお客

さまと対応する営業部局の職員に、コンプライア

ンスを周知徹底することは重要であり、営業部局

内のコンプライアンス研修を実施する意義は非常

に大きいものがあります。

それでは、どのように部局内のコンプライアン

ス研修を行うことが良いのでしょうか。

内容として注意しなければならない点は、まず、

部局内の実務の実態に即した研修を行うことです。

その部局毎によって問題点や業務の重要度も異な

ることから、一般的なコンプライアンス研修をす

るのではなく、その部局においてまさに必要とさ

れている研修を行うべきです。

次に、その部局で実際に問題が発生している場

合は、この問題となった事例について十分に分

析・検討をし、改善策・再発防止策を策定する必

要があります。

さらに、問題発生を想定し、その報告ルールが

周知されているか、実際に機能しているかを十分

に検証する必要があります。

また、コンプライアンス・マニュアルの読み合

わせも重要ですが、単に読み合わせをすることに

より表面的に理解するだけではあまり意味があり

ません。その中で特に周知徹底して欲しい１、２

項目に絞って重点的に行う方が効果的です。それ

についてコンプライアンス責任者が問題を４、５

問作成して各職員に回答してもらい、その後コン

プライアンス責任者により解説をする方が効果的

であると考えられます。

この場合、決して難しい問題を作成することは

必要なく、択一式の簡単な問題とすることが良い

でしょう。その方が、各職員もコンプライアンス

に親しみがもてますし、どうしても説明しなけれ

ばならない場合は、解説のところで詳しく説明す

れば良いでしょう。

このように、部局内におけるコンプライアンス

研修においては、いたずらに高度な難しいことを

研修しようとはせずに、実際に行っている業務に

即した法令、内部規則・規程、事務マニュアル等

について研修することが有効であると思われます。

それにより、職員のひとりひとりのコンプライ

アンスに関する理解が深まり、各部局のコンプラ

イアンス環境が整備されることとなります。

また、それぞれの部局のコンプライアンス責任

者は、そのコンプライアンス環境を整備するため

にも、日常からモニタリングを怠らず、問題点を

明確にし、適宜適切な研修を実施することが大変

重要です。

そして、半期毎ぐらいの一定のペースで統括本

部に対し実施された研修内容について、実施日、

時間、参加者、研修内容について報告することが、

統括本部による全体の把握、よい事例の他の部局

への紹介のために役立ちます。

次に、研修時間については、夕方、業務が一段

落したところで、２０～３０分程度の時間で、できれ

ば関連のある職員全員に対して行うことが良いと

考えられます。

この２０～３０分という時間は短いようではありま

すが、受講者は当日中に終了させなければならな

い業務を行っていることを考えますと、その程度
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で十分ではないかと思います。逆に、あまり長時

間拘束しますと重要な点がぼけてしまい、結果的

には何も残らないこととなってしまう可能性が高

いからです。

そのようにならないためにも、２０～３０分という

短い時間で、重要な１、２点に内容を絞って実施

した方が効果的であると考えます。

その他、コンプライアンスに関する通信教育の

受講や、部外業務検定試験の受験を奨励し、それ

を人事評価に反映する体制を作ることも、コンプ

ライアンスに関する基本的知識の習得するためや

コンプライアンス意識の向上のために有効です。

３ コンプライアンス・マニュアルの利用

�１ コンプライアンス・マニュアルの策定・改訂

平成１１年７月１日に金融監督庁（現金融庁）検

査部長名で検査官宛に通達が発出され「金融検査

マニュアル」において各金融機関に対してコンプ

ライアンス・マニュアルを策定することが期待さ

れています。このコンプライアンス・マニュアル

では、行われている業務全般に言及していなけれ

ばならず、また、全国銀行協会で制定された「倫

理憲章」や経団連で制定された「企業行動憲章」

等に即していることなどが求められています。ま

た、コンプライアンス・マニュアルの策定及び重

要な見直しを行うに当たっては、その内容につい

て取締役会の承認を受けることが求められていま

す。

このコンプライアンス・マニュアルは、業務を

行う上で必要とされる関連法令・規程等を遵守す

るための具体的手引書といったもので、�１コンプ

ライアンス体制と役職員の組織上の役割と責務、

�２問題発生時の報告・連絡体制、�３遵守すべき法

令等の具体的解説を取りまとめたものです。実際

のマニュアルの大部分は、�３の遵守すべき法令等

の具体的解説となるでしょう。

ここにいう、「法令等」とは、業務を行うため

に遵守すべき法律・政省令（地方公共団体の条例

を含む）および、それらに基づき制定された、定

款、倫理綱領、内部規則・規程、事務マニュアル

等すべてをいいます。

コンプライアンス・マニュアルの構成としては、

たとえば、上記�１、�２を解説した「Ⅰ．コンプラ

イアンス・マニュアルについて」と、�３を解説し

た「Ⅱ．法令解説 １．共通編 ２．業務編」、

というように分類する方法もあります。

それぞれの業務に密接している記述は、主に

「２．業務編」に記載することになるでしょうが、

あくまでもそれらは、「１．共通編」を基本とし

ているものであり、共通編をおろそかにすること

はできません。

まず、「１．共通編」で役職員として等しく理

解すべき必要最低限の事項を解説し、次に「２．

業務編」でそれぞれの業務の事項を解説すると

いった形態をとることが良いでしょう。

また、法令等は日々制定・改正されますので、

適宜、見直して適切に改訂していくことが要求さ

れています。コンプライアンス・マニュアルの改

訂は、その内容が正確で適切なものでなければな

りませんので、法務担当セクションや弁護士等に

よるリーガル・チェックを受けることが必要です。

制定・改正が行われるごとにその都度改訂してい

く方法もあるでしょうが、例えば、半年に１回程

度まとめて見直しをするというように定期的に改

訂を実施する方が、効率的で改訂の漏れがないと

思われます。

�２ コンプライアンス・マニュアルの活用

コンプライアンス・マニュアルが制定されまし

たならば、今度は、これを有効に活用しなければ

意味がありません。

そのためには、まず、全役職員が利用できるよ
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うになっていなければなりません。

一般的な方法としては、全役職員ひとりひとり

に、紙ベースのコンプライアンス・マニュアルを

一冊ずつ配布することが考えられます。しかし、

配布された膨大なマニュアルを細部まで十分に読

みこなし覚えることはほとんど不可能であり、更

には、役職員は分厚いコンプライアンス・マニュ

アルを見た途端、かえってどうすればよいか分か

らず、意欲が減退してしまうおそれもあるため、

要約版を一冊ずつ配布することが良いかと思いま

す。

また、最近では部内LAN等が整備されている

場合も多くあります。この場合は、データベース

上にコンプライアンス・マニュアルの全文を掲載

し、役職員がいつでも必要なときに閲覧すること

が可能である状態としておくことで良いでしょう。

ただし、注意しなければならないのは、派遣社員、

アルバイト・パートの職員等についても、お客さ

まからは正職員と同様に見えますし、業務を行う

以上はコンプライアンスに関しての理解は不可欠

であり、別途、紙ベースのコンプライアンス・マ

ニュアルを配布するか、部内LANで閲覧できる

共用のパソコンを置く等の方法で一般の役職員と

同様に対応する必要があります。

そして、紙ベースのコンプライアンス・マニュ

アルを配布する場合には、内容の改訂時に改訂し

た部分を忘れずに差し替えることが大切です。差

し替えることを失念し、古い法令に従って業務を

行ってしまったり、古い取扱方法のまま業務を

行ってしまったりすることがあってはコンプライ

アンス・マニュアルを制定した意味がありません。

どのような改訂が行われたかについて注意を払い、

特にコンプライアンス担当者は所属部局の職員に

対してチェックをするなど、フォローをしていか

なければなりません。

さらに、コンプライアンス・マニュアルが、そ

れぞれの役職員に行き渡っている場合でも、その

全部が記載されている共用のものを部局に１冊以

上は備え置き、コンプライアンス責任者が責任を

もって保管した方が良いと思います。そして、そ

の保管場所を、部局店に属する社員全員に周知し

ておき、誰であっても必要なときはいつでも閲覧

できる状態にしておくことが大切です。

このように、コンプライアンス・マニュアルが、

いつでも閲覧できる状態となったならば、各人は、

まず、自分の行っている業務に関する部分だけで

もできるまでよく読みこなすことが必要です。

また、業務において何か疑問点が生じた場合に

は、面倒に思わずに、コンプライアンス・マニュ

アルを活用し、自ら疑問点を解決するといった姿

勢が大切です。それでも疑問点が解決できない場

合には、同僚、上司や部局内のコンプライアンス

責任者に相談することも重要です。この場合、相

談された上司等はすぐに回答するのではなく、そ

れに関する記述がコンプライアンス・マニュアル

のどこにあるかを調べさせ、できるところまでは

自分で調べるよう指導することが必要です。相談

された上司等においても、コンプライアンス・マ

ニュアルのすべてを理解することは、容易ではあ

りませんから、必要に応じてコンプライアンス統

括部署や業務主管部を活用することも良いでしょ

う。

職員ひとりひとりが、以上の点に十分に注意を

して、コンプライアンス・マュアルを最大限に活

用し、絶えず問題の所在を的確に把握し、それを

解決していくといった姿勢を保ち、コンプライア

ンス重視の環境を構築していくことが重要なこと

だと思います。そのためには、以上のように適切

なコンプライアンス研修を実施し、しっかりとし

た教育体制を整備することが必要です。
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